地デジについてのお知らせ

利島村役場　総務課

2011年7月24日までに地上アナログ放送が終了し、地上デジタル放送に完全移行します。
利島村は地上デジタル放送が受信できない地域（地デジ難視対策衛星放送対象地域）に指定されており、暫定的に衛星放送(BSデジタル放送)を利用して、地上デジタル放送を視聴することとなりました。この放送を視聴できるのは、「地デジ難視対策衛星放送」対象リストに掲載された地区にお住まいの方(住民票のある方)、に限定されています。
利島村は「地デジ難視対策衛星放送」対象リストに記載されているため、利島村に住民票のある方は、国からの支援により2010年2月から順次、BSデジタルアンテナ、BSデジタルチューナーの設置工事を無料で行っています。設置については、村役場で配布している「利用申込書」を使用しお申込み下さい。
なお、BSデジタルアンテナ、BSデジタルチューナーの設置工事、衛星放送の利用料等は一切かかりません(無料)。また現在BSデジタル放送が視聴できるご家庭でも必ず登録申請が必要となりますので、一度お問合せ下さい。

また利島村に住民票がなく家屋を所有しテレビを視聴されている方については、国からの支援を受けることはできませんので、ご注意下さい。

詳しい内容、お申込みについては村役場総務課9-0011、もしくは下記お問合せ先にご連絡ください。
お問い合わせ先

○地デジ難視対策衛星放送受付センター
　 電話:0570-08-2200（9:00～18:00 年中無休）

　 ※上記の電話番号が繋がらない場合は 045-345-0522 

○総務省　地デジコールセンター
　 電話:0570-07-0101（平日 9:00～21:00、土日祝 9:00～18:00）

○総務省　テレビ受信者支援センター（デジサポ）

　　http://digisuppo.jp
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